
 

上越市干ばつ災害水田復旧事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、干ばつ災害対策として、水田のひび割れの拡大による漏水、畦
けい

畔の崩

壊、地すべり等の被害を防止するとともに、翌年の作付けに影響を与えないため、水田の

復旧を行う人及び団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、上越市補助

金交付規則（昭和４６年上越市規則第５６号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる人及び団体は、次条に規定する補助対象事業を

行う人及び団体とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、本市に存す

る水田で、干ばつによる亀裂が甚だしく、通常の維持管理による手直しでは原機能の復旧

が不可能と認められるもの（亀裂の深さが田面から２０センチメートル以上であり、耕盤

が破壊されているものをいう。）を復旧する事業で、次のいずれかに掲げるものとする。 

 ⑴ 畦
けい

畔復旧工法又は心土つき固め工法により水田を復旧する事業 

 ⑵ 湛
たん

水整地工法により水田一筆において複数箇所に亀裂が生じているもの（水田全体に

散在しているものをいう。）を復旧する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請を行う年度において、国、県及びその他公

共団体の補助金等の交付を受けて事業を実施する場合は、補助対象事業としない。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、水田の復旧

に要する経費とし、市長が別に定める積算基準に基づいて算出された額又は補助対象事業

の実施に要した経費の額のいずれか低い額とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に１００分の６５を乗じて得た額（当該額に 

１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とする。 

 （交付申請書の添付書類） 

第６条 規則第２条第３号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

⑴ 地区別数量調書（第１号様式） 

⑵ 補助対象事業に係る水田の位置図及び現況写真 

⑶ 補助対象事業に係る見積書の写し 



⑷ その他市長が必要と認める書類 

（実績報告書の添付書類） 

第７条 規則第８条第１項の必要な書類は、次に掲げる書類とする。 

⑴ 実績箇所一覧表兼作業日報（第２号様式） 

⑵ 補助対象事業に係る作業中及び作業後の写真 

⑶ 領収書その他補助対象経費の支払を証する書類の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和７年９月２９日から実施する。 



第１号様式（第６条関係） 

地区別数量調書 

申請場所 上越市                  地内 

全体作業面積       ㎡ 

田番号 土地使用者 地 番 
共済引受面積 

    （㎡） 

亀裂深 

  （cm） 
備 考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



第２号様式（第７条関係） 

実績箇所一覧表兼作業日報 

申請場所 上越市                  地内 

全体作業面積       ㎡ 

田番号 土地使用者 地 番 
共済引受面積 

    （㎡） 

亀裂深 

  （cm） 
作業日 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

 

年  月  日 

住所（団体にあっては所在地） 

報告者 

氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

 


